
  

  
 

一

 
 

 

消
費
税
率
の
引
上
げ
の
期
日
の
延
期
及
び
給
付
付
き
税
額
控
除
の
導
入
等
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
現
下
の
厳
し
い
社
会
経
済
情
勢
及
び
消
費
税
率
の
引
上
げ
が
国
民
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
に
鑑
み
、
消

費
税
率
の
引
上
げ
の
期
日
を
延
期
し
及
び
こ
れ
に
併
せ
て
関
連
す
る
措
置
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
消
費
税
の
逆
進
性
を
緩

和
し
格
差
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
給
付
付
き
税
額
控
除
を
導
入
し
、
あ
わ
せ
て
消
費
税
（
地
方
消
費
税
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
の
軽
減
税
率
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
基
本
的
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
消
費
税
率
の
引
上
げ
」
と
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な

改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
及
び
社
会
保

障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
消
費
税
率
（
地
方
消
費
税
率
を
含
む
。
）
の
引
上
げ

を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
消
費
税
の
逆
進
性
」
と
は
、
所
得
の
少
な
い
世
帯
ほ
ど
、
家
計
に
お
い
て
消
費
税
と
し
て
支
出
す



 

  
 

二

る
額
の
所
得
の
額
に
対
す
る
割
合
が
高
く
な
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。 

３ 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
給
付
付
き
税
額
控
除
」
と
は
、
居
住
者
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
居
住
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
所
得
税
の
額
か
ら
一
定
の
額
を
控
除
し
、
か
つ
、

当
該
控
除
を
し
て
も
な
お
控
除
し
き
れ
な
い
額
が
あ
る
と
き
は
当
該
控
除
し
き
れ
な
い
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
給
付
す
る
制

度
を
い
う
。 

 

（
消
費
税
率
の
引
上
げ
の
期
日
の
延
期
等
） 

第
三
条 

政
府
は
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
の
期
日
を
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
延
期
す
る
も

の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
財
政
の
健
全
化
及
び
社
会
保
障
の
機
能
強
化
に
対
す
る
国
民
の
幅
広
い
理
解
の
下
に
前
項
の
措
置
を
円
滑
に
実

施
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
方
針
に
従
い
、
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
任
あ
る
財
政
運
営
の
確
保
を
図
る
た
め
の
財
政
の
健
全
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
財
政
健
全
化
目
標
を
確
実
に
達
成
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
任
あ
る
財
政
運
営
の
確
保
を
図
る
た
め
の
財
政
の
健
全
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
で
定
め



  

  
 

三

る
と
こ
ろ
に
よ
り
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
政
運
営
戦
略
及
び
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
フ
レ
ー

ム
を
策
定
す
る
こ
と
等
を
通
じ
て
、
不
断
に
行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 

次
に
掲
げ
る
措
置
を
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

イ 

公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
に
基
づ
く
老
齢
基
礎
年
金
等
の
受
給
資
格
期
間
の
短
縮 

 
 

ロ 

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
に
基
づ
く
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
の
支
給 

 

四 

次
に
掲
げ
る
施
策
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
検
討
し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

イ 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
い
う
。
）
の
量
的
拡
充
及
び
質
の
向
上 

 
 

ロ 

介
護
保
険
の
第
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料
に
係
る
低
所
得
者
の
負
担
の
軽
減 

 

五 

前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日
に
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
社
会
保
障
・
税
一
体
改

革
大
綱
に
記
載
さ
れ
た
総
合
合
算
制
度
そ
の
他
の
社
会
保
障
の
機
能
強
化
に
関
す
る
施
策
で
あ
っ
て
、
社
会
経
済
情
勢
の



 

  
 

四

変
化
に
対
応
す
る
た
め
早
急
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
検
討
し
て
実
施
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

（
給
付
付
き
税
額
控
除
の
導
入
） 

第
四
条 

政
府
は
、
消
費
税
の
逆
進
性
を
緩
和
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
方
針
に
従
っ
て
給
付
付
き
税
額
控
除
を
導
入
す
る
も

の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

給
付
付
き
税
額
控
除
に
お
い
て
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
す
る
額
は
、
居
住
者
一
人
当
た
り
の
飲
食
料
品
の
購
入
に
要
す

る
費
用
の
額
に
係
る
消
費
税
の
負
担
額
と
し
て
家
計
統
計
（
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
家
計
統
計
を
い
う
。
）
に
お
け
る
食
料
に
係
る
消
費
支
出
の
額
（
酒
類
及
び
外
食
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
、
消
費
税
の
収
入
見
込
額
等
を
勘
案
し
て
算
定
し
た
額
の
十
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
基
礎
と
し
て
計

算
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
す
る
額
は
居
住
者
の
所
得
の
額
の
逓
増
に
応
じ
て
逓
減
す

る
よ
う
に
定
め
る
と
と
も
に
、
一
定
以
上
の
所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
給
付
付
き
税
額
控
除
に
お
け
る
控
除
を
行
わ

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

給
付
付
き
税
額
控
除
に
関
す
る
事
務
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
府
の
外
局
と
し
て
置
か
れ
る
歳
入



  

  
 

五

庁
が
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 
消
費
税
率
の
引
上
げ
と
同
時
に
、
給
付
付
き
税
額
控
除
を
導
入
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

（
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
の
廃
止
） 

第
五
条 

政
府
は
、
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
を
廃
止
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 





  

  
 

七

 
 

 
 
 

理 

由 

 

現
下
の
厳
し
い
社
会
経
済
情
勢
及
び
消
費
税
率
の
引
上
げ
が
国
民
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
に
鑑
み
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
の
期

日
を
延
期
し
及
び
こ
れ
に
併
せ
て
関
連
す
る
措
置
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
消
費
税
の
逆
進
性
を
緩
和
し
格
差
の
拡
大
を
防
止

す
る
た
め
、
給
付
付
き
税
額
控
除
を
導
入
し
、
あ
わ
せ
て
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
基
本
的

事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


